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東京都子宮頸がん検診の精度管理のための技術的指針（令和６年８月） 
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新 旧 
第１から第３（現行のとおり） 
 
第４ 検診計画の策定 
   関係機関と十分協議の上、「子宮頸がん検診（細胞診）事業計

画書（様式１号）」等を作成する。 
   なお、計画書の作成に際しては、次の事項に留意する。 
  １から５（現行のとおり） 
  ６ 検診実施後の結果集計、精密検査結果調査等の方法と期間

を決定する（「子宮頸がん検診（細胞診）受診者名簿（様式３
号等を利用する。）。 

 
第５ 受診勧奨（現行のとおり） 
 
第６ 検診方法等 

 検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とする。 
１ 問診 
  問診に当たっては、不正性器出血等の現在の症状、月経及 
 び分娩・妊娠等に関する事項、性交経験の有無、子宮頸部病 

変の既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取する。 
２から４（現行のとおり） 
５ 記録の整備 
（１）検診実施機関は、細胞診等の結果を「子宮頸がん検診（細 

第１から第３（略） 
 
第４ 検診計画の策定 
   関係機関と十分協議の上、「子宮頸がん検診事業計画書（様式

１号）」等を作成する。 
   なお、計画書の作成に際しては、次の事項に留意する。 

１から５（略） 
  ６ 検診実施後の結果集計、精密検査結果調査等の方法と期間を

決定する（「子宮頸がん検診受診者名簿（様式３号等を利用す
る。）。 

 
第５ 受診勧奨（略） 
 
第６ 検診方法等 

 検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診とする。 
１ 問診 
  問診に当たっては、不正性器出血等の現在の症状、月経及び 

分娩・妊娠等に関する事項、子宮頸部病変の既往歴、家族歴、
過去の検診の受診状況等を聴取する。 

  ２から４（略） 
  ５ 記録の整備 
（１）検診実施機関は、細胞診等の結果を「子宮頸がん検診結果
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新 旧 
胞診）結果記録票（様式４号）」等に記録し、少なくとも５ 
年間は保存する。 

  （２）（現行のとおり） 
 
第７ 検診結果の指導区分（現行のとおり） 
 
第８ 検診結果の報告及び通知 
  １ 区市町村又は検診実施機関は、検診終了後速やかに、検診

結果を「子宮頸がん検診（細胞診）受診者名簿（様式３号）」
に記録する。 

２ 区市町村又は検診実施機関は、検診結果報告を基に、受診
者宛てに「子宮頸がん検診（細胞診）結果通知書（様式５号）」
を作成し、精密検査の必要性の有無を付し、受診者に速やか
に通知する。 

 （１）要精検：「子宮頸がん検診（細胞診）結果通知書（様式５
号）」及び「子宮頸がん検診（細胞診）精密検査依
頼書兼結果報告書（様式６号）」 

 （２）精検不要：「子宮頸がん検診（細胞診）結果通知書（様式５
号）」 

 
第９ 検診記録の整備及び精密検査結果の把握 
  １ 検診記録の整備 

記録票（様式４号）」等に記録し、少なくとも５ 
年間は保存する。 

  （２）(略) 
 
第７ 検診結果の指導区分（略） 
 
第８ 検診結果の報告及び通知 

１ 区市町村又は検診実施機関は、検診終了後速やかに、検診結
果を「子宮頸がん検診受診者名簿（様式３号）」に記録する。 

 
２ 区市町村又は検診実施機関は、検診結果報告を基に、受診者

宛てに「子宮頸がん検診結果通知書（様式５号）」を作成し、精
密検査の必要性の有無を付し、受診者に速やかに通知する。 

 
 （１）要精検：「子宮頸がん検診結果通知書（様式５号）」及び「子

宮頸がん検診精密検査依頼書兼結果報告書（様式６
号）」 

 （２）精検不要：「子宮頸がん検診結果通知書（様式５号）」 
 
 
第９ 検診記録の整備及び精密検査結果の把握 
  １ 検診記録の整備 
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    区市町村は、検診実施機関等と連携を図り、「子宮頸がん

検診（細胞診）受診者名簿（様式３号）」等に、受診者の氏名、
年齢、住所、過去の検診受診状況、検診結果、精密検査の受
診勧奨の有無、精密検査受診の有無、精密検査結果等を記録
し、また、「子宮頸がん検診（細胞診）結果集計表（様式７
号）」を作成する。 

なお、精密検査受診の有無（受診・未受診・未把握）につ
いては、以下の定義に従い正しく分類し、記録すること。 

  （１）から（３）（現行のとおり） 
  ２ 子宮頸がん検診精密検査結果の把握 
    区市町村又は検診実施機関は、「子宮頸がん検診（細胞診）

精密検査依頼書兼結果報告書（様式６号）」等により精密検
査実施医療機関に精密検査を依頼するとともに、その結果を
把握する。 

なお、精密検査結果の区市町村又は検診実施機関への提供
については、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律
第 57 号）の例外事項として認められている（「医療・介護関
係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダ
ンスについて」（平成 29 年４月 14 日付個情第 534 号・医政
発 0414 第６号・薬生発 0414 第１号・老発 0414 第１号個人
情報保護委員会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活
衛生局長・老健局長通知別添（令和５年３月改正））による。）。 

    区市町村は、検診実施機関等と連携を図り、「子宮頸がん検
診受診者名簿（様式３号）」等に、受診者の氏名、年齢、住所、
過去の検診受診状況、検診結果、精密検査の受診勧奨の有無、
精密検査受診の有無、精密検査結果等を記録し、また、「子宮頸
がん検診結果集計表（様式７号）」を作成する。 

なお、精密検査受診の有無（受診・未受診・未把握）につい
ては、以下の定義に従い正しく分類し、記録すること。 

 
（１）から（３）（略） 

  ２ 子宮頸がん検診精密検査結果の把握 
    区市町村又は検診実施機関は、「子宮頸がん検診精密検査依

頼書兼結果報告書（様式６号）」等により精密検査実施医療機
関に精密検査を依頼するとともに、その結果を把握する。 

なお、精密検査結果の区市町村又は検診実施機関への提供に
ついては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57
号）の例外事項として認められている（「医療・介護関係事業者
における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについ
て」（平成 29 年４月 14 日付個情第 534 号・医政発 0414 第６
号・薬生発 0414 第１号・老発 0414 第１号個人情報保護委員
会事務局長・厚生労働省医政局長・医薬・生活衛生局長・老健
局長通知別添（令和５年３月改正））による。）。 
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新 旧 
第 10 事業評価 
   子宮頸がん検診は、科学的に効果の明らかな方法及び精度管 

理の下に実施することが不可欠であり、区市町村は、「子宮頸
がん検診（細胞診）のためのチェックリスト（市区町村用）（様
式８号）」を用い、検診の実施状況を把握した上で、本チェック
リストの事項が確実に実施されるよう、体制の整備に努めると
ともに、検診実施機関等の関係機関と十分協議を行う。 

また、東京都生活習慣病検診管理指導協議会における検討結
果や助言を踏まえ、検診実施機関の選定や実施方法等の改善に
努める。 

なお、子宮頸がん検診における事業評価の基本的な考え方
は、「がん検診事業のあり方について」（がん検診のあり方に関
する検討会（令和５年６月））に示されている。報告書の見直し
が行われた場合は、新たな内容に基づき事業評価を行うことと
する。 

 
第 11 検診実施機関 

１ 検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸が
ん検診が円滑に実施されるよう、「子宮頸がん検診（細胞診）
のためのチェックリスト（検診実施機関用）（様式９号）」を
用い、本チェックリストの事項が確実に実施されているか確
認を行い、子宮頸部細胞診等の精度管理に努めることとす

第 10 事業評価 
子宮頸がん検診は、科学的に効果の明らかな方法及び精度管 

理の下に実施することが不可欠であり、区市町村は、「子宮頸が
ん検診チェックリスト（区市町村用）（様式８号）」を用い、検診 
の実施状況を把握した上で、本チェックリストの事項が確実に実
施されるよう、体制の整備に努めるとともに、検診実施機関等の
関係機関と十分協議を行う。 

また、東京都生活習慣病検診管理指導協議会における検討結果
や助言を踏まえ、検診実施機関の選定や実施方法等の改善に努め
る。 

なお、子宮頸がん検診における事業評価の基本的な考え方は、
「がん検診事業のあり方について」（がん検診のあり方に関する
検討会（令和５年６月））に示されている。報告書の見直しが行わ
れた場合は、新たな内容に基づき事業評価を行うこととする。 

 
 
第 11 検診実施機関 

１ 検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん
検診が円滑に実施されるよう、「子宮頸がん検診チェックリス
ト（検診実施機関用）（様式９号）」を用い、本チェックリスト
の事項が確実に実施されているか確認を行い、子宮頸部細胞診
等の精度管理に努めることとする。 
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新 旧 
る。 

  ２から５ （現行のとおり） 
 
第 12 精密検査等 
  １と２ （現行のとおり） 
※ 細胞診判定後の精密検査の考え方 
   ASC-US： ①コルポスコピー、生検 ②HPV 検査 ③６ヶ月

後の細胞診再検査（①〜③のいずれかが精密検査に該
当する） 

    ASC-H・LSIL・HSIL・SCC・AGC・AIS・adenocarcinoma・
other malignant neoplasms：コルポスコピー、生検（HPV 検
査や細胞診再検査は該当しない） 

   細胞診の判定医が、検診結果記録票のコメント欄に詳細を記
入することが望ましい。 

   例）ASC-US の判定結果に対するコメント 
「表層型の扁平上皮細胞に軽度の核腫大が認められます。

HPV 検査を行い、陽性であればコルポ診による精検をお
願いします。あるいは、６ヶ月後の細胞診再検査をお願い
いたします。再検の結果、ASC-US 以上の細胞診異常が持
続するようであれば、コルポ診による精検をお願いしま
す。」 

 

 
２から５ （略） 

 
第 12 精密検査等 

１と２ （現行のとおり） 
※ 細胞診判定後の精密検査の考え方 
  ASC-US： ①コルポスコピー、生検 ②HPV 検査 ③６ヶ月

後の細胞診再検査（①〜③のいずれかが精密検査に該当する） 
   ASC-H・LSIL・HSIL・SCC・AGC・AIS・adenocarcinoma・

other malignancy：コルポスコピー、生検（HPV 検査や細胞診
再検査は該当しない） 

  細胞診の判定医が、検診結果記録票のコメント欄に詳細を記
入することが望ましい。 

 
   例）ASC-US の判定結果に対するコメント 

「表層型の扁平上皮細胞に軽度の核腫大が認められます。HPV
検査を行い、陽性であればコルポ診による精検をお願いしま
す。あるいは、６ヶ月後の細胞診再検査をお願いいたします。
再検の結果、ASC-US 以上の細胞診異常が持続するようであ
れば、コルポ診による精検をお願いします。」 
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新 旧 
（別紙１）仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目 子宮頸
がん検診（細胞診） 
※ 国立がん研究センター作成様式（令和 6 年 3 月）に差替え 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（別紙１）仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目 子宮頸が
ん検診 
※ 国立がん研究センター作成様式（令和 5 年 3 月）  
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（別紙２） 

 

（別紙２） 
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（様式 1 号） 

 

（様式 1 号） 
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（様式 2 号） 

 
 

（様式 2 号） 
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（様式３号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（様式３号） 
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新 旧 
（様式４号） 

 

（様式 4 号） 
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新 旧 
（様式 5 号） 

 
 

（様式 5 号） 
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（様式 6 号） （様式 6 号） 



新旧対照表 
東京都子宮頸がん検診の精度管理のための技術的指針（令和６年８月） 

14 
 

新 旧 
（様式７−１号） 

 
（様式 7−２号） 

（様式 7−１号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（様式 7−２号） 
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新 旧 
（様式８号）子宮頸がん検診（細胞診）のためのチェックリスト（市
区町村用） 

※ 国立がん研究センター作成様式（令和６年３月）に差替え 
 
（様式９号）子宮頸がん検診（細胞診）のためのチェックリスト（検
診機関用） 

※ 国立がん研究センター作成様式（令和６年３月）に差替え 
 

（様式 8 号）子宮頸がん検診のためのチェックリスト（市区町村用） 
※ 国立がん研究センター作成様式（平成 31 年 3 月） 

 
 
（様式９号）子宮頸がん検診のためのチェックリスト（検診機関用） 

※ 国立がん研究センター作成様式（令和３年 3 月） 
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